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報道関係者 各位 

 

～平成 27 年 6 月 1 日現在の「障害者雇用状況報告」の集計結果がまとまりました～ 

県内の雇用障害者数は過去最高を更新し、 

実雇用率は２．４３％（２年連続全国第 2 位） 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法

定雇用率、民間企業の場合は 2.0%）以上の障害者を雇うことを義務付けており、大分労働局（局長 

南保 昌孝)及び県内７カ所のハローワークは、民間企業や公的機関等に対し、障害者雇用の拡大

を要請しています。 

このほど、平成 27 年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況につい

て、民間企業や公的機関等より報告を受け、以下のとおり取りまとめました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成 27 年 11 月 27 日 

【照会先】 

大分労働局職業安定部 

 職 業 対 策 課 長  鶴 岡 道 弘  

 地方障害者雇用担当官  友 永 勝 喜  

  電話 ０９７－５３５－２０９０（内線３０４） 

【集計結果のポイント】 
 
＜民間企業＞(50 人以上規模)（法定雇用率 2.0％） 
○ 算定雇用障害者数は 3,049.5 人と前年より 11.1％（304.5 人）増加し、 

過去最高を更新（６年連続)！ 
○ 実雇用率は、昨年より 0.15 ポイント増の 2.43% 全国２位（２年連続）！ 
○ 法定雇用率達成企業の割合は、前年より 3.3 ポイント増の 58.7% 全国 11 位

（全国平均 47.2％） 
 

＜公的機関等＞ 
○ 県の機関（法定雇用率 2.3%)         雇用障害者数 118.5 人、実雇用率 2.55% 

○ 市町村の機関（法定雇用率 2.3%)    雇用障害者数 258.5 人、実雇用率 2.45% 

○ 教育委員会（法定雇用率 2.2%) 

県教育委員会  雇用障害者数 167.0 人、実雇用率 2.23% 

市教育委員会  雇用障害者数   4.0 人、実雇用率 2.90% 

○ 特殊法人等（法定雇用率 2.3%) 

国立大学法人  雇用障害者数 14.0 人、実雇用率 0.83% 

公立大学法人  雇用障害者数  1.0 人、実雇用率 1.09% 
 
 

 大分労働局・ハローワークは、法定雇用率を下回る公的機関、民間企業等に対し、引き続き障害者の

雇用促進に向け、一層の指導を行ってまいります。 

 

大分労働局 Press Release 
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１ 民間企業における雇用状況  

 

 (1) 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

○ 民間企業（50 人以上規模の企業：法定雇用率 2.0％）に雇用されている障害者の

数（注１）は、3,049.5 人（対前年比 304.5 人 11.1％増）と、過去最高を更新した。 

○ 雇用者のうち、身体障害者は 2,155.5 人（対前年比 109.5 人 5.4％増）、知的障害

者は 692.0 人（対前年比 130.5 人 23.2％増）、精神障害者は 202.0 人（対前年比

64.5 人 46.9％増）と、いずれも前年より増加し、特に知的障害者、精神障害者の伸

び率が大きい。 

○ 実雇用率（注２）は、2.43%（全国平均 1.88%）で前年より 0.15 ポイント上昇し全国２

位、法定雇用率達成企業割合は、58.7％（全国 47.2％）で、前年より 3.3 ポイント上

昇し、全国順位は 11 位と、前年の 12 位から１つ順位をあげた。 

     （第１表 民間企業における障害者の雇用状況）             
 
 (2) 企業規模別の状況 

○ 雇用されている障害者数を規模別にみると、50～100人未満で586.5人(33.0人増)、

100～300人未満で1,040.0人(166.5人増)、300～500人未満で267.5人（６人増）、

500人以上で1,115.5人（99.0人増）と、すべての規模で前年より増加した。 

○ 実雇用率は、300～500人未満規模企業を除き、前年を上回った。また、民間企業

全体の実雇用率 2.43％と比較すると、50～100人未満(2.46％)及び500人以上規

模企業(2.91％)は上回り、100～300人未満(2.22％)、300～500人未満規模企業

(1.78％)については下回った。 

○ 法定雇用率達成企業の割合は、50～100人未満規模企業が60.1％、100～300人

未満が60.1％、300～500人未満が44.9％、500人以上が51.5％と300～500人未満

規模以外は前年を上回った。 

   （第２表 民間企業における規模別障害者の雇用状況）       

  
  (3) 産業別の状況 

○ 雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」が4.0人、「鉱業、採石業、砂利採

取業」が1.5人、「建設業」が32.0人、「製造業」が695.5人、「電気・ガス・熱供給」が4.

0人、「情報通信業」が27.0人、「運輸業、郵便業」が146.0人、「卸売業、小売業」が3

06.5人、「金融業、保険業」が94.0人、「不動産業、物品賃貸業」が17.0人、「学術研

究、専門・技術サービス業」が10.0人、「宿泊業、飲食サービス業」が209.5人、「生

活関連サービス業、娯楽業」が19.0人、「教育・学習支援業」が30.0人、「医療・保健

衛生」が299.0人、「福祉・介護」が924.0人、「複合サービス事業」が56.5人、「サービ

ス・その他」が174.0人と、製造業（59.5人増）、宿泊業、飲食サービス業（70.0人増）、

福祉・介護（79.0人増）で前年より大きく増加した。 

○ 実雇用率は、宿泊業・飲食サービス業(2.49%)、福祉・介護(6.71%)、サービス・その

他(2.59%)の産業において高くなっている。 

 （第３表 民間企業における産業別障害者の雇用状況） 
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２ 地方公共団体における在職状況 
  

(1) 都道府県の機関 
都道府県の機関(法定雇用率 2.3%)に在職している障害者の数は 118.5 人、実雇用

率は 2.55%で、前年より 0.16 ポイント上昇した。  
（第４表 ①法定雇用率 2.3%が適用される地方公共団体) 

 
(2) 市町村の機関  

市町村の機関(法定雇用率 2.3%)に在職している障害者の数は 258.5 人、実雇用率
は 2.45%で、前年より 0.1 ポイント低下した。 

   (第４表 ①法定雇用率 2.3%が適用される地方公共団体) 
 

(3) 教育委員会 
法定雇用率 2.2%が適用される県及び市教育委員会に在職している障害者の数は、

171.0 人、実雇用率は 2.24%（県教育委員会は 2.23％、市教育委員会は 2.90％）で、
前年より 0.03 ポイント上昇した。 

    (第４表 ②法定雇用率 2.2%が適用される県及び市の教育委員会) 
 
 
３ 特殊法人等における在職状況 

 
(1) 国立大学法人(法定雇用率 2.3%) 

在職している障害者の数は 14 人、実雇用率は 0.83%で、前年より 1.49 ポイント低下
した。  

(第５表 特殊法人等（法定雇用率 2.3%適用)） 
 

(2) 公立大学法人(法定雇用率 2.3%) 
今年調査で１法人増加し、２法人に在職している障害者の数は 1.0 人、実雇用率は

1.05%で、前年より 1.03 ポイント低下した。 
(第５表 特殊法人等（法定雇用率 2.3%適用）) 

 
 
 
(注１)・・・重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定

労働時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、
重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労
働者については、0.5 人分としてカウントされる。 
 

（注２）・・・雇用している障害者の数を常用労働者数で除した割合。 
常用労働者数は、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知

的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の
割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除い
た労働者数である。 
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第１表   民間企業における障害者の雇用状況

① ② ④ ⑤ ⑥

年 企業数

人 人 人 人 人 ％ ％

27年 744 125,452.5 2,155.5 692.0 202.0 3,049.5 2.43 437 58.7
人 人 人 人 人 ％ ％

26年 727 120,402.5 2,046.0 561.5 137.5 2,745.0 2.28 403 55.4

第２表   民間企業における規模別障害者の雇用状況

① ② ④ ⑤ ⑥

区  分 企業数

人 企業 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

50～ 346 23,842.0 308.5 251.5 26.5 586.5 2.46 208 60.1
100人未満 (343) (23,486.5) (300.0) (236.0) (17.5) (553.5) (2.36) (192) (56.0)

100～ 316 46,877.0 721.0 254.5 64.5 1,040.0 2.22 190 60.1
300人未満 (310) (46,142.5) (657.0) (163.5) (53.0) (873.5) (1.89) (170) (54.8)

300～ 49 15,010.0 236.0 14.0 17.5 267.5 1.78 22 44.9
500人未満 (43) (13,219.0) (240.0) (14.0) (7.5) (261.5) (1.98) (26) (60.5)

 500人以上 33 39,723.5 890.0 172.0 93.5 1,155.5 2.91 17 51.5

(31) (37,554.5) (849.0) (148.0) (59.5) (1,056.5) (2.81) (15) (48.4)

744 125,452.5 2,155.5 692.0 202.0 3,049.5 2.43 437 58.7

(727) (120,402.5) (2,046.0) (561.5) (137.5) (2,745.0) (2.28) (403) (55.4)

 （　　）内は平成26年分

注）1

2

3 　精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者は、平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなっ
た。

（平成27年 資料出所　大分労働局集計）

　②欄の「算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害
者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて
得た数）を除いた労働者数である。

　③の算定障害者の数については、法律上の算定方法により、「重度身体障害者及び重度知的障害者」は、
１人を２人に相当するものとしており、「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短
時間労働者」については、１人を0.5人に相当するものとして算出している。

実雇用率
E/②×100

法定雇用率達
成企業割合

①/⑤×100

規模計

（平成27年 資料出所　大分労働局集計）

平成27年6月1日現在

③　　算 定 障  害  者  の  数

算定の基礎とな
る労働者数

Ａ.身体障害
者数

Ｂ.知的障害
者数

Ｃ．精神障害
者数

E. 計
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

法定雇用
率達成企
業数

平成27年6月1日現在

③　　算 定 障  害  者  の  数

算定の基礎とな
る労働者数

Ａ.身体障害
者数

Ｂ.知的障害
者数

Ｃ．精神障害
者数

E. 計
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

法定雇用率達
成企業割合

①/⑤×100

実雇用率
E/②×100

法定雇用率
達成企業数

(参考)

87,935 453,133.5 89,312 9,830 125,334 13,929 320,752.5 17,050 3,704 53,494 12,892 97,744.0 28,466 12,342 34,637.0 47.2

(86,648) (431,225.5) (87,195) (8,867) (123,633) (12,849) (313,314.5) (16,125) (3,493) (48,873) (11,174) (90,203.0) (22,773) (9,870) (27,708.0) (44.7)

744 3,049.5 572 65 894 105 2,155.5 115 2 392 136 692.0 153 98 202.0 58.7

(727) (2,745.0) (555) (52) (830) (108) (2,046.0) (97) (9) (310) (97) (561.5) (108) (59) (137.5) (55.4)

全国

大分

①
企業数

⑥
達成企業
割合ｄ．精神障

害者であ
る短時間
労働者

ｅ．　計
ｃ＋ｄ×0.5

ａ.重度 b．　重度
である短
時間労働
者

ｃ．重度以
外

ｄ．重度
以外であ
る短時間
労働者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

ｃ.精神障
害者区分

②障害者の
数

③身体障害者の数 ④知的障害者の数 ⑤精神障害者の数

ａ.重度 b．　重度
である短
時間労働
者

ｃ．重度以
外

ｄ．重度
以外の短
時間労働
者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5
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第３表   一般の民間企業における産業別障害者の雇用状況

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

実雇用率

企業 人 人 人 ％ 企業 企業 ％

農・林業 2 126.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.59 1 1 50.0

(1) (95.5) (2.0) (0.0) (0.0) (2.0) (2.09) (1) (0) (100.0)

1 136.5 1.0 0.0 1.0 2.0 1.47 1 0 100.0

(1) (141.0) (2.0) (0.0) (0.0) (2.0) (1.42) (1) (0) (100.0)

2 356.0 1.5 0.0 0.0 1.5 0.42 0 2 0.0

(2) (351.5) (1.5) (0.0) (0.0) (1.5) (0.43) (0) (2) (0.0)

27 2,551.0 30.0 0.0 2.0 32.0 1.25 11 16 40.7

(26) (2,496.0) (27.0) (1.0) (2.0) (30.0) (1.20) (10) (16) (38.5)

171 34,304.0 550.5 124.5 20.5 695.5 2.03 113 58 66.1

(171) (33,074.5) (500.5) (115.5) (20.0) (636.0) (1.92) (106) (65) (62.0)

食料品・たばこ 39 5,461.0 68.0 33.0 2.0 103.0 1.89 29 10 74.4

繊維工業 7 653.0 20.5 23.0 2.0 45.5 6.97 6 1 85.7

木材・家具 5 434.0 6.0 6.0 0.0 12.0 2.76 4 1 80.0

パルプ・紙・印刷 11 1,224.5 24.0 0.0 0.0 24.0 1.96 10 1 90.9

化学・石油製品 10 1,235.5 19.0 2.0 2.0 23.0 1.86 7 3 70.0

ゴム・革製品 3 678.5 13.0 3.0 0.0 16.0 2.36 2 1 66.7

窯業・土石 6 680.5 11.0 1.0 0.0 12.0 1.76 4 2 66.7

鉄鋼 2 145.5 1.5 0.0 2.0 3.5 2.41 1 1 50.0

非鉄金属 4 677.0 5.5 4.0 1.0 10.5 1.55 3 1 75.0

金属・はん用機器 25 2,745.0 43.0 2.0 0.0 45.0 1.64 14 11 56.0

電子・通信機器 55 18,111.5 299.5 50.5 11.5 361.5 2.00 31 24 56.4

その他 4 2,258.0 39.5 0.0 0.0 39.5 1.75 2 2 50.0

4 332.0 4.0 0.0 0.0 4.0 1.20 3 1 75.0

(4) (336.0) (5.0) (0.0) (0.0) (5.0) (1.49) (3) (1) (75.0)

19 2,301.0 26.0 0.0 1.0 27.0 1.17 5 14 26.3

(18) (2,155.5) (26.0) (0.0) (0.0) (26.0) (1.21) (7) (11) (38.9)

40 6,244.5 123.0 17.0 6.0 146.0 2.34 30 10 75.0

(37) (6,062.0) (101.0) (15.0) (1.0) (117.0) (1.93) (22) (15) (59.5)

99 19,430.0 219.0 49.5 38.0 306.5 1.58 44 55 44.4

(99) (18,779.5) (234.0) (44.0) (33.0) (311.0) (1.66) (44) (55) (44.4)

11 5,021.0 92.0 0.0 2.0 94.0 1.87 4 7 36.4

(11) (5,025.5) (89.0) (0.0) (1.0) (90.0) (1.79) (3) (8) (27.3)

10 945.0 13.0 4.0 0.0 17.0 1.80 7 3 70.0

(10) (904.0) (12.0) (2.0) (0.0) (14.0) (1.55) (6) (4) (60.0)

7 771.5 9.0 1.0 0.0 10.0 1.30 4 3 57.1

(8) (804.0) (9.0) (1.0) (0.0) (10.0) (1.24) (5) (3) (62.5)

31 8,414.5 116.5 49.0 44.0 209.5 2.49 19 12 61.3

(29) (7,977.5) (86.0) (30.0) (23.5) (139.5) (1.75) (12) (17) (41.4)

18 2,026.0 9.0 7.0 3.0 19.0 0.94 4 14 22.2

(20) (1,953.5) (12.5) (7.0) (1.0) (20.5) (1.05) (5) (15) (25.0)

12 1,673.5 30.0 0.0 0.0 30.0 1.79 8 4 66.7

(10) (1,478.5) (28.5) (0.0) (0.0) (28.5) (1.93) (8) (2) (80.0)

113 16,564.5 267.0 9.5 22.5 299.0 1.81 60 53 53.1

(108) (15,626.0) (247.5) (11.0) (10.5) (269.0) (1.72) (60) (48) (55.6)

113 13,775.0 463.5 408.5 52.0 924.0 6.71 84 29 74.3

(110) (13,275.5) (488.5) (318.5) (38.0) (845.0) (6.37) (76) (34) (69.1)

10 3,752.5 53.5 3.0 0.0 56.5 1.51 5 5 50.0

(10) (3,549.5) (45.5) (2.0) (0.0) (47.5) (1.34) (4) (6) (40.0)

54 6,728.0 145.0 19.0 10.0 174.0 2.59 34 20 63.0

(52) (6,317.0) (128.5) (14.5) (7.5) (150.5) (2.38) (30) (22) (57.7)

744 125,452.5 2,155.5 692.0 202.0 3,049.5 2.43 437 307 58.7

(727) (120,402.5) (2,046.0) (561.5) (137.5) (2,745.0) (2.28) (403) (324) (55.4)

E/②×100

平成27年6月1日現在

区    分 算定の基礎と
なる労働者数

法定雇用
率未達成
企業数

法定雇用率
達成企業の
割合
⑤/①×100

法定雇用
率達成企
業数

E. 計
Ａ＋Ｂ＋Ｃ

企業数

③　　算 定 障  害  者  の  数

Ａ.身体障
害者数

Ｂ.知的障
害者数

Ｃ．精神
障害者数

注）　　 （   ）内は平成26年分 （平成27年 資料出所　大分労働局集計）

生活関連サービス・娯楽業

教育・学習支援業

医療・保健衛生

福祉・介護

複合サービス事業

産　業　計

サービス・その他

宿泊・飲食サービス業

漁業

鉱・採石・砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産・物品賃貸業

学術・専門・技術サービス業
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第４表　地方公共団体における障害者の在職状況

① ② ③ ④

実雇用率

身体 知的 精神
③÷①×
100

人 人 人 人 人 ％

県 4,653.0 104.0 10.0 4.5 118.5 2.55

 雇用率 2.3%
４ 機関 (4,660.0) (99.5) (9.0) (3.0) (111.5) (2.39) 

 適用機関
市町村 10,542.5 252.0 1.0 5.5 258.5 2.45
２４機関 (10,372.0) (258.0) (1.0) (5.5) (264.5) (2.55) 

15,195.5 356.0 11.0 10.0 377.0 2.48

(15,032.0) (357.5) (10.0) (8.5) (376.0) (2.50) 

（平成27年度 資料出所　大分労働局集計）

 

県 7,483.0 167.0 0.0 0.0 167.0 2.23

 雇用率 2.2%
１機関 (7,504.5) (163.0) (2.0) (0.0) (165.0) (2.20)

　 適用機関
市町村 138.0 4.0 0.0 0.0 4.0 2.90

（教育委員会）
１機関 (151.0) (4.0) (0.0) (0.0) (4.0) (2.65)

　 7,621.0 171.0 0.0 0.0 171.0 2.24

(7,655.5) (167.0) (2.0) (0.0) (169.0) (2.21) 
（平成27年 資料出所　大分労働局集計）

注）１   

 ２

３

４

①　法定雇用率2.3 ％が適用される地方公共団体

②　法定雇用率2.2 ％が適用される県及び市の教育委員会

平成27年6月1日現在

　

　（　）内は平成26年6月1日現在の数値である。
　なお、精神保健福祉手帳を所持する精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に
算定されることとなった。

算定の基礎と
なる職員数

　①欄の「算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職
員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を
除いた職員数である。

　②Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相
当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度
以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間障害者」については
法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウント
としている。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員である。Ｂ、Ｄ欄は１週間の所
定労働時間が20時間以上30時間未満の職員である。

算定障害
者数計

算定障害者数

合計

合計
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平成27年6月1日現在

①算定基礎職員数  ②障害者の数  ③雇用率  ④不足数 備考

3,829.5 99.0 2.59 0.0

63.0 1.0 1.59 0.0

394.5 9.0 2.28 0.0

366.0 9.5 2.60 0.0

2,397.0 56.0 2.34 0.0

757.5 18.0 2.38 0.0

905.0 16.0 1.77 4.0

568.0 15.0 2.64 0.0

306.0 8.0 2.61 0.0

1,000.0 25.0 2.50 0.0

512.0 13.0 2.54 0.0

465.0 7.0 1.51 3.0

473.0 9.0 1.90 1.0 10月1日で解消

385.5 12.0 3.11 0.0

329.0 7.0 2.13 0.0

148.0 6.0 4.05 0.0

223.0 8.0 3.59 0.0

525.0 19.0 3.62 0.0

180.0 4.0 2.22 0.0

144.0 2.0 1.39 1.0 10月1日で解消

162.0 5.0 3.09 0.0

175.5 6.0 3.42 0.0

403.5 9.0 2.23 0.0

70.0 2.0 2.86 0.0

76.5 3.0 3.92 0.0

63.0 1.0 1.59 0.0

209.0 5.5 2.63 0.0

65.0 2.0 3.08 0.0

平成27年6月1日現在

①算定基礎職員数  ②障害者の数  ③雇用率  ④不足数 備考

7,483.0 167.0 2.23 0.0

138.0 4.0 2.90 0.0

第5表　特殊法人等(法定雇用率2.3％適用)
平成27年6月1日現在

①算定基礎職員数  ②障害者の数  ③雇用率  ④不足数 備考

1,689.0 14.0 0.83 24.0

48.0 1.0 2.08 0.0

43.5 0.0 0.00 1.0

注　１

2

3

機関名

    法定雇用率2.2％が適用される教育委員会

由布市役所

津久見市役所

豊後高田市役所

竹田市役所

臼杵市役所

佐伯市役所

宇佐市役所

豊後大野市役所

杵築市役所

大分県警察本部

大分市役所

大分市教育委員会

国東市役所

大分県知事部局

機関名

機関名

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時
間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相
当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障
害者である短時間障害者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを
行っている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）か
ら②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが０となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場
合、法定雇用率達成となる。

大分県教育委員会

別府市教育委員会

公立大学法人
大分県立看護科学大学

公立大学法人
大分県立芸術文化短期

国立大学法人
大分大学

（平成27年 資料出所　大分労働局集計）

別府市役所

中津市役所

日田市役所

    法定雇用率2.3％が適用される地方公共団体

　①欄の「算定基礎職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職
員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

大分県病院局

大分県企業局

日田市教育委員会

臼杵市教育委員会

杵築市教育委員会

大分市水道局

別府市水道局

玖珠町役場

九重町役場

日出町役場

姫島村役場
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◎ 法定雇用率とは 

 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞ

れ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされ

ている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障害者は雇

用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定

することができる）。 

 

                      一般の民間企業 ……………………… ２．０％ 

  ○ 民間企業 ………    （50人以上規模の企業） 

                      特殊法人等 …………………………… ２．３％ 

                    労働者数43.5人以上規模の特殊法人、 

               独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．３％ 

       （43.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．２％ 

       （45.5人以上規模の機関） 

 

        （カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の 

        障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

           身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 

                     ＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数 

 

 

 

 

 

障害者雇用率 ＝                           

               常用労働者数 ＋ 失業者数  

  
 
   ※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の 

    障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 
     
   ※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、 

    ２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 
 
      ※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働 

時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度 

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい 

ては、0.5人分としてカウントされる。 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ  (厚生労働省資料) 

 

 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 
「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 
 
   
   
    

 
雇用状況報告（毎年６月１日の状況） 

 

 
（障害者雇用促進法 第 43 条第７項） 
                                                            

 
 
 

 
雇入れ計画作成命令（２年計画） 

 

 翌年１月を始期とする２年間の計画（※）

を作成するよう、公共職業安定所長が命令

を発出 
                    （同法第 46 条第１項） 

 
 
 

 

 
雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告（計画１年目 12 月） 
         （同法第 46 条第６項） 

 
 
 
 
 

 
特 別 指 導 

 

 雇用状況の改善が特に遅れている企業に

対し、公表を前提とした特別指導を実施 
（計画期間終了後に９か月間） 

                                                 
 
 

 
 

 
企 業 名 の 公 表 

 

 
（同法第 47 条） 
 

 
                    不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労

働省本省による直接指導も実施している。 
 〔指導実績〕 
  ○ 平成 26 年度の実績 
     ＊「雇入れ計画作成命令」の発出    ４５２社 
     ＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」   １５４社 
     ＊「特別指導」の実施          ６７社 
 

  ○ 雇入れ計画を実施中の企業  ６４０社（２６年度） 
 

  ○ 企業名の公表 
       平成３年度 ４社、15 年度 １社、16 年度 １社、17 年度 ２社、 
     18 年度 ２社、19 年度 ３社（うち１社は再公表）、20 年度 ４社、 
     21 年度 ７社（うち１社は再公表）、22 年度 ６社（うち２社は再公表） 
     23 年度 ３社（うち１社は再公表）、24 年度 ０社、25 年度 ０社、 
     26 年度 ８社  

※平成 24 年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮し

ている。 


